
第18期
定時株主総会招集ご通知

（証券コード　3902）
2021年３月５日

■開催日時
2021年３月23日（火曜日）午前10時
（受付開始は午前９時30分を予定しております。）

■場所
東京都千代田区神田美土代町７番地
住友不動産神田ビル
ベルサール神田 ２階ホール
（前年と階数が異なります。末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

■決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役６名選任の件

議決権行使について
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様の
健康状態に関わらず株主総会会場へのご来場を極力
お控えいただき、事前に書面又はインターネット等に
よる議決権行使を強くご推奨申しあげます。
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新型コロナウイルス感染拡大防止に関す
るお知らせ
　当日ご来場される株主様は、マスク着用などの感
染予防にご配慮のほどお願い申しあげます。
　会場座席は間隔を空けた配置とすることから、満
席の際にはご入場をお控えいただく場合がございま
すのでご了承ください。
　また、ご入場にあたりましては検温等を行い、体
調のすぐれないご様子の株主様はご入場をご遠慮い
ただくこともございますことをご了承ください。
　なお、株主総会会場にご来場されない株主様も株
主総会の様子をご覧いただけるよう、インターネッ
トによるライブ配信を実施いたします。詳細は別紙
の「第18期定時株主総会ライブ配信のご案内」をご
確認ください。
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東 京 都 千 代 田 区 神 田 美 土 代 町 ７ 番 地
メ デ ィ カ ル ・ デ ー タ ・ ビ ジ ョ ン 株 式 会 社

代表取締役社長 岩 崎 　 博 之

第18期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第18期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあ
げます。
　なお、新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止のため、株主様の安全を第一に考え、本株
主総会につきましては、株主総会当日のご来場をお控えいただき、事前に書面又はインターネッ
ト等により、議決権を行使していただくことを強くご推奨申しあげます。
　事前の議決権行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議
決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

【書面による議決権行使の場合】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年３月22日（月曜日）
午後６時までに到着するようご返送ください。

【インターネット等による議決権行使の場合】
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、
画面の案内にしたがって、2021年３月22日（月曜日）午後６時までに、議案に対する賛否を
ご入力ください。なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、５頁の「インタ
ーネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

【ライブ配信について】
　株主総会会場にご来場されない株主様も株主総会の様子をご覧いただけるよう、当日はイン
ターネットによるライブ配信を行います。詳細は別紙の「第18期定時株主総会ライブ配信のご
案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
　万一、何らかの事情により配信を行わない場合は、下記の当社ウェブサイトにてお知らせい
たします。　＜当社ウェブサイト　https://www.mdv.co.jp＞

敬　具
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記

１．日 時 2021年３月23日（火曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 東京都千代田区神田美土代町７番地

住友不動産神田ビル　ベルサール神田 ２階ホール

３．目 的 事 項
（前年と階数が異なります。末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

報 告 事 項 １．第18期（2020年１月１日から2020年12月31日まで）
　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査

結果報告の件
２．第18期（2020年１月１日から2020年12月31日まで）
　　計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件

以　上

●株主総会当日にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承の
程、お願い申しあげます。

●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

●監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類と当
社ウェブサイトに掲載しております「連結注記表」及び「個別注記表」とで構成されています。

●法令及び当社定款第18条の規定に基づき、提供すべき書面のうち、次に掲げる事項を当社ウェブサ
イトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

　①連結注記表　　②個別注記表
●株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事

項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.mdv.co.jp）に掲載させて
いただきます。
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第18期定時株主総会の運営についてのご案内

＜株主様へのお願い＞
●新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点及び株主様の感染リスクを避けるため、本株主総会

につきましては、株主様の健康状態に関わらず、株主総会当日のご来場をお控えいただき、事
前に書面又はインターネット等により、議決権を行使していただくことを強くご推奨申しあげ
ます。

●事前の議決権行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、４
頁の「議決権行使についてのご案内」に従い、2021年３月22日（月曜日）午後６時までに議
決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

●株主総会会場にご来場されない株主様も株主総会の様子をご覧いただけるよう、当日はイン
ターネットによるライブ配信を行います。詳細は別紙の「第18期定時株主総会ライブ配信の
ご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

＜ご来場される株主様へのお願い＞
●受付前において、検温等を行う場合があります。株主様の安全を第一に考え、体調不良と見受

けられる方には運営スタッフがお声掛けのうえ、ご入場をお控えいただく場合がございますの
で、あらかじめご了承ください。また、開会後に体調がすぐれないように見受けられる方につ
きましても、運営スタッフがお声掛けする場合やご退出をお願いする場合もございますので、
あらかじめご了承ください。

●ご来場される株主様は、感染予防にご配慮いただき、マスク着用と消毒液での手指消毒をお願
い申しあげます。

●会場の座席は、従来よりも間隔を空けた配置としておりますため、満席の際にはご入場をお控
えいただく場合がございますことをご了承ください。

＜当社の対応＞
●株主総会に出席する取締役、監査役及び運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただ

きます。
●株主総会の運営について重要な変更が生じた場合の通知及び株主総会会場における対応の詳

細は、当社ウェブサイト（アドレス　https://www.mdv.co.jp）に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

次頁の案内に従って、議案の賛否をご
入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2021年３月23日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

2021年３月22日（月曜日）
午後６時到着分まで

2021年３月22日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案・第２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

※議決権行使書はイメージです。
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(自 2020年 1 月 1 日
至 2020年12月31日)

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における当社グループの主たる事業領域である医療関連業界におきましては、
2020年７月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2020（骨太方針2020）におい
て、新型コロナウイルス（COVID-19）感染症対策として、柔軟で強靭な医療提供体制の構
築、デジタル化・オンライン化が医療・介護システムの課題と認識されている中、2021年３
月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」の普及促
進に向けて、補助金を含む支援策の内容が厚生労働省より公表されております。また、2021
年１月７日に政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、新型コロナウイ
ルス感染症に関する緊急事態宣言を発出する等、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡
大による影響は、予断を許さない状況にありますが、当連結会計年度における当社グループの
業績に重大な影響は観測されておりません。
　このような事業環境のもと、医療機関向けのパッケージ販売を主としたデータネットワーク
サービスにおいては、DPC分析ベンチマークシステム「EVE」の導入数が772病院と、大規模
なDPC実施病院のベンチマークデータを保有いたしております。また、病院向け経営支援シス
テム「Medical Code」の導入数は260病院となりました。
　また、新規サービスとして、看護必要度の正確な記録と適正評価を支援するクラウド型看護
必要度分析アプリケーションである、「カンゴッチ＋（プラス）」の提供を2020年９月から、
開始いたしました。
　データ利活用サービスにおいては、EBM（Evidence based medicine：根拠に基づいた医
療）分野を中心に、主として製薬会社向けに、当社が保有する大規模診療データベースを用い
た調査・分析サービス等の売上が順調で、2,977,641千円（前期比18.5％増）となりました。
医療関連業界においてもビッグデータの活用が注目されている中、大規模診療データベースは、
2020年12月末現在で、実患者数が3,451万人となりました。
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　さらに、診療情報共有及び医療費専用後払いサービス「CADA-BOX」の導入及び包括デー
タ利用契約締結により、リアルタイム診療データベースは、2020年12月末現在で、80万人規
模、そして、2020年４月より提供を開始した健康保険組合のデータベースは、2020年12月
末現在で、616万人となりました。
　また、当連結会計年度において、健診システムの開発・販売、電子カルテ等の代理店販売事
業を主軸とする株式会社システム ビィ―・アルファの株式の全部を取得し、連結子会社化いた
しました。なお、2020年12月31日をみなし取得日としており、当連結会計年度における経営
成績への影響はございません。
　これらの結果、当連結会計年度の売上高は4,579,731千円（前期比13.7％増）となり、売上
総利益は3,882,433千円（前期比15.4％増）となりました。
　販売費及び一般管理費については、主に研究開発費や人件費の増加に伴い、2,736,037千円
（前期比7.1％増）となりました。その結果、営業利益は1,146,395千円（前期比41.6％増）
となりました。
　営業外収益として主に補助金収入、営業外費用として主に自己株式の取得に伴う支払手数料
を計上したことにより、経常利益は1,148,103千円（前期比42.7％増）となりました。
　また、特別損失として主に減損損失を計上したことにより、税金等調整前当期純利益は
1,076,595千円（前期比63.6％増）となりました。
　法人税、住民税及び事業税を388,854千円計上し、法人税等調整額を△14,772千円計上し
た結果、親会社株主に帰属する当期純利益は700,220千円（前期比26.3％増）となりました。
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サービス別売上高

区 分

第 17 期
（2019年12月期）
（前連結会計年度）

第 18 期
（2020年12月期）
（当連結会計年度）

前連結
会計年度比増減

金 額
（ 千 円 ）

構 成 比
（ ％ ）

金 額
（ 千 円 ）

構 成 比
（ ％ ）

金 額
（ 千 円 ）

前 期 比
（ ％ ）

データネットワーク
サ ー ビ ス 1,514,586 37.6 1,602,089 35.0 87,502 5.8
デ ー タ 利 活 用
サ ー ビ ス 2,511,989 62.4 2,977,641 65.0 465,652 18.5

合 計 4,026,576 100.0 4,579,731 100.0 553,154 13.7

②　設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は25,655千円であります。
　その主なものは、社内用のシステム関連投資10,688千円等によるものです。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、2020年10月１日に株式会社システム ビィー・アルファの株式の全部を取得し、
連結子会社化いたしました。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
(2017年12月期)

第 16 期
(2018年12月期)

第 17 期
(2019年12月期)

第 18 期
(当連結会計年度)
(2020年12月期)

売 上 高(千円) 3,225,842 3,577,612 4,026,576 4,579,731

経 常 利 益(千円) 565,122 351,874 804,606 1,148,103
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(千円) 354,599 69,470 554,315 700,220
１株当たり親会社株主
に帰属する当期純利益 (円) 8.86 1.74 13.85 17.72

総 資 産(千円) 3,752,496 3,865,868 4,948,542 5,321,778

純 資 産(千円) 3,164,426 3,278,375 4,023,960 4,136,828
１株当たり親会社株主
に帰属する純資産額 (円) 79.08 81.91 99.68 104.00
（注）当社は、2017年５月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行い、また2018年５月

１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、当該株式分割が第15期の期首
に行われたと仮定して、１株当たり親会社株主に帰属する純資産額及び１株当たり親会社株
主に帰属する当期純利益を算定しております。
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②　当社の財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
(2017年12月期)

第 16 期
(2018年12月期)

第 17 期
(2019年12月期)

第 18 期
(当事業年度)
(2020年12月期)

売 上 高(千円) 3,154,478 3,456,193 3,792,548 4,047,447
経 常 利 益(千円) 729,721 855,908 857,458 1,114,316
当 期 純 利 益(千円) 455,206 283,776 599,330 667,100
１株当たり当期純利益 (円) 11.38 7.09 14.97 16.89
総 資 産(千円) 3,819,667 4,137,131 4,982,490 5,177,257
純 資 産(千円) 3,263,564 3,569,991 4,169,266 4,246,722
１株当たり純資産額 (円) 81.56 89.19 104.16 107.71
（注）当社は、2017年５月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行い、また2018年５月

１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、当該株式分割が第15期の期首
に行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　子会社の状況
会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

C A D A 株 式 会 社 20,000千円 100％ 医療費決済サービス

株 式 会 社 D o c t o r b o o k 183,946千円 77％ 医療分野に特化した会員型医療
動画配信サービス

M D V ト ラ イ ア ル 株 式 会 社 23,842千円 100％ 治験施設支援サービス

メ デ ィ カ ル ド メ イ ン 株 式 会 社 10,000千円 100％ 医療系システムの開発・販売

株式会社システム ビィー・アルファ 35,000千円 100％ 健診システムなどソフトウエア
の開発・販売
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⑷　対処すべき課題
　当社グループは創業以来、蓄積された医療・健康情報を有効利用し、今以上の医療の質の向上、
ひいては生活者メリットの創出を目指し事業に取り組んでおります。
　医療データ利活用のパイオニアである当社グループは、現段階において既に、『信頼関係の上
に構築された日本全国の病院との顧客基盤』、『日本最大級である3,400万人超の診療データベ
ース』、『医療ビッグデータ構築・利活用のためのノウハウ』を保有しておりますが、さらなる
医療・健康情報の利活用を目指すため、以下に記載した取組みを当面の課題と考えております。

① 診療データベースのリアルタイム性向上
　当社グループは、日本最大級である3,400万人超の診療データベースを保有しておりますが、
今後、新規ビジネスを飛躍的に拡大していくためには、この診療データベースのリアルタイム性
を向上させることが必要であると考えております。2020年12月末においてリアルタイム診療デ
ータベースは80万人規模にまでなっておりますが、今後も引き続き、『「カルテコ」を中心と
したPHR関連サービスの開発・展開』、『医療・健康分野における新サービスの開発・展開』
を積極的に進めていくことにより、さらなるリアルタイム診療データベースの規模拡大を進
めてまいります。

② 医療・健康データの一元化
　さらなる医療・健康情報の利活用のためには、医療・健康に関わる様々なデータを患者を中心
として一元化することが必要であると考えております。そのために、急性期病院を中心とした診
療データはもちろんのこと、診療所の診療データ、健診データ、院外薬局のデータ、介護データ
など、画像や日々のバイタルデータも含めたこれら各種データを蓄積してまいります。同時に、
膨大な医療ビッグデータを、高いセキュリティ環境の下、統合的に保管・運用できるデータベー
ス運用環境の整備を進めてまいります。

③ 新規事業の推進
　当社グループは、事業成長を継続・加速化していく上で、当社グループの強みを最大限活用し
た新規事業の積極的な推進は必須であると考えております。『データベースの拡充にあわせたデ
ータ利活用サービス』、『B2Cサービス』、『海外事業』等の成長ポテンシャルが高いと考
えられるビジネス領域において、新規事業を積極的に推進してまいります。
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④ M&A及びアライアンスの積極的推進と最新情報処理技術の活用
　先に記載した、①診療データベースのリアルタイム性向上、②医療・健康データの一元化、③
新規事業の推進をドラスティックに進めていくために、M&A及びアライアンス戦略の立案・実行
を積極的に推進してまいります。

⑤ 優秀な人材の確保と育成
　当社グループは、今後、事業成長を継続・加速化していく上で、優秀な人材の確保及び育成は、
最重要課題の一つであると認識しております。今後も、新卒・中途採用を問わず、当社の使命に
共感した人材の確保と同時に、常に洗練された教育体制やマニュアルを駆使し、医療に関する深
い知識とITに関する高いスキルを持ち合わせた人材の育成に取り組んでまいります。
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⑸　主要な事業内容（2020年12月31日現在）
①　医療情報統合システムの開発、製作、販売、保守業務
②　各種医療データの分析、調査、コンサルティング業務
③　医療機関向け経営コンサルティング業務
④　各種医療データの運用及び提供サービス業務
⑤　ポータルサイトの企画、設計、開発、運営
⑥　医療費決済サービス業務
⑦　医療分野に特化した会員型医療動画配信サービス
⑧　治験施設支援機関業務
⑨　健診システムなどソフトウエアの開発・販売

⑹　主要な営業所（2020年12月31日現在）
①　当社の主要な営業所

本 社 東京都千代田区神田美土代町７番地

九 州 支 店 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目３番３号

②　子会社の主要な営業所
C A D A 株 式 会 社 本 社 東京都千代田区内神田一丁目14番10号

株 式 会 社 D o c t o r b o o k 本 社 東京都千代田区内神田一丁目14番10号

M D V ト ラ イ ア ル 株 式 会 社 本 社 東京都千代田区内神田一丁目13番1号

メ デ ィ カ ル ド メ イ ン 株 式 会 社 本 社 東京都千代田区神田小川町二丁目3番12号

株式会社システム ビィー・アルファ 本 社 福岡県福岡市中央区薬院三丁目16番26号
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⑺　使用人の状況（2020年12月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前連結会計年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

237名 11名増 40.3歳 5.1年
（注）１．使用人数は就業員数であります。また、臨時従業員は従業員数の100分の10未満であるため、記載を
　　　　省略しております。

２．当社グループは医療データネットワーク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はし
ておりません。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

166名 4名減 40.7歳 5.9年
（注）使用人数は就業員数であります。また、臨時従業員は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略
　　　しております。

⑻　主要な借入先の状況（2020年12月31日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．株式の状況（2020年12月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 119,673,600株
⑵　発行済株式の総数 40,027,526株
⑶　株主数 20,901名
⑷　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

S B I ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 8,153,714株 20.68％

株 式 会 社 メ デ ィ パ ル ホ ー ル デ ィ ン グ ス 3,212,600 8.14
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 2,569,000 6.51
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 1,917,800 4.86

鈴 木 隆 啓 1,291,300 3.27
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ９ ） 1,016,400 2.57

シ ミ ッ ク ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 960,000 2.43
RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT-
CLIANT ACCOUNT（常任代理人 シティバ
ン ク 、 エ ヌ ・ エ イ 東 京 支 店 ）

949,520 2.40

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 938,800 2.38

岩 崎 博 之 800,600 2.03
（注）１．持株比率は自己株式（601,529株）を控除して計算しております。
　　　２．持株比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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３．新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（2020年12月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 岩 崎 　 博 之

株式会社Doctorbook取締役
MDVトライアル株式会社取締役
MDVニューコネクト株式会社取締役
メディカルドメイン株式会社取締役
株式会社システム ビィー・アルファ取締役

専 務 取 締 役 浅 見 　 修 二

取 締 役 柳 澤 　 卓 二
グループ管理本部長
CADA株式会社取締役
株式会社Doctorbook取締役
MDVトライアル株式会社取締役

取 締 役 中 村 　 正 樹 MDVトライアル株式会社取締役
メディカルドメイン株式会社取締役

取 締 役 香 月 　 壯 一

取 締 役 中 村 　 隆 夫

株式会社ピーエイ社外取締役
和田倉門法律事務所パートナー弁護士
バリューコマース株式会社社外取締役（監査
等委員）
株式会社カヤック社外取締役（監査等委員）
株式会社松屋社外監査役

常 勤 監 査 役 五 十 嵐 　 敦

監 査 役 松 本 　 保 範 松本保範公認会計士事務所公認会計士
日本駐車場開発株式会社社外取締役

監 査 役 中 川 　 　 治

東光監査法人代表社員
税理士法人NY Accounting Partners統括
代表社員
ほけんの窓口グループ株式会社社外監査役
プレス工業株式会社社外取締役（監査等委
員）
株式会社アクセスグループ・ホールディング
ス社外監査役

監 査 役 濱 田 　 清 仁

よつば総合会計事務所パートナー
株式会社キトー社外監査役
株式会社コンヴァノ社外取締役
ナイス株式会社社外取締役
バリュエンスホールディングス株式会社社
外取締役（監査等委員）

－ 17 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

（注）１．2020年３月24日開催の第17期定時株主総会において、常勤監査役五十嵐敦氏は監査役に新たに選任
され就任いたしました。

２．取締役香月壯一氏及び取締役中村隆夫氏は、社外取締役であります。
３．常勤監査役五十嵐敦氏、監査役松本保範氏及び監査役濱田清仁氏は、社外監査役であります。
４．監査役松本保範氏、監査役中川治氏及び監査役濱田清仁氏は、公認会計士として財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有するものであります。
５．当社は、取締役香月壯一氏、取締役中村隆夫氏、常勤監査役五十嵐敦氏、監査役松本保範氏及び監査

役濱田清仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に独立役員届出書を
提出しております。

６．責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び
監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定め
ており、香月壯一氏、中村隆夫氏、五十嵐敦氏、松本保範氏、中川治氏及び濱田清仁氏との間で当該
契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額としております。

７．取締役木村右子氏、取締役井上太郎氏、取締役加藤伸博氏は、2020年３月24日開催の第17期定時株
主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。

８．当事業年度中の重要な兼職の異動
(1) 代表取締役社長岩崎博之氏は、2020年３月17日付でMDVニューコネクト株式会社取締役に、

2020年２月28日付でメディカルドメイン株式会社取締役に、2020年10月１日付で株式会社シ
ステムビィー・アルファ取締役に就任いたしました。また、2020年３月17日付で辞任により
CADA株式会社取締役を退任いたしました。

(2) 専務取締役浅見修二氏は、2020年８月19日付で辞任によりCADA株式会社代表取締役を退任い
たしました。

(3) 取締役柳澤卓二氏は、2020年３月17日付でMDVトライアル株式会社取締役に就任いたしまし
た。

(4) 取締役中村正樹氏は、2020年２月28日付でメディカルドメイン株式会社取締役に就任いたしま
した。

(5) 監査役松本保範氏は、2020年３月17日付で辞任によりCADA株式会社監査役を退任いたしまし
た。
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⑵　取締役及び監査役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額
取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

8名
（2）

175,346千円
（7,470）

監 査 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　 役 ）

4
（3）

18,405千円
（14,670）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

12
（5）

193,751千円
（22,140）

（注）１．上記には、2020年３月24日開催の第17期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含ん
でおります。

２．取締役の報酬限度額は、2004年２月25日の臨時株主総会において、年額２億円以内（ただし、使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いただいております。また、取締役（社外取締役を
除く）に対して、別枠で、2016年３月29日開催の第13期定時株主総会において、ストック・オプシ
ョン報酬額として年額１億円以内、及び2018年３月27日開催の第15期定時株主総会において、譲渡
制限付株式報酬額として年額１億円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、2004年２月25日の臨時株主総会において、年額８千万円以内と決議いただ
いております。

４．上記には、当事業年度に係る取締役（社外取締役を除く）６名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費
用計上額8,351千円が含まれております。
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⑶　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役の中村隆夫氏は、株式会社ピーエイ社外取締役、和田倉門法律事務所パートナー
弁護士、バリューコマース株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社カヤック社外取締
役（監査等委員）及び株式会社松屋社外監査役であります。当社と各兼職先との間に特別な
関係はありません。

・監査役の松本保範氏は、松本保範公認会計士事務所公認会計士及び日本駐車場開発株式会社
社外取締役であります。当社と各兼職先との間に特別な関係はありません。

・社外監査役の濱田清仁氏はよつば総合会計事務所パートナー、株式会社キトー社外監査役、
株式会社コンヴァノ社外取締役、ナイス株式会社社外取締役及びバリュエンスホールディン
グス株式会社社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間に特別な関係は
ありません。

②　当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取 締 役 香 月 　 壯 一
当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしました。
出席した取締役会において、長年にわたるサービス業界での企業経営を通
じて培った高い見識と豊富な経験に基づき、適宜発言を行っております。

取 締 役 中 村 　 隆 夫

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席いたしました。
出席した取締役会において、代表取締役としての企業経営を通じて培った
豊富な経験と弁護士としての高い見識に基づき、適宜発言を行っておりま
す。

常勤監査役 五 十 嵐 　 敦

2020年３月24日に常勤監査役に就任して以降開催された取締役会10回
のうち10回、監査役会10回のうち10回に出席いたしました。出席した取
締役会及び監査役会において、ソフト開発エンジニアとしての豊富な経験
のほか、開発情報管理、内部監査及びソフトウエア開発会社での常勤監査
役等における実績と見識に基づき、適宜発言を行っております。

監 査 役 松 本 　 保 範

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会13回のうち
13回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、長年
にわたる公認会計士としての豊富な経験と、財務・会計及び会社の監査業
務に関する高度な知見に基づき、適宜発言を行っております。

監 査 役 濱 田 　 清 仁

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回、監査役会13回のうち
13回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、主に
財務・会計等に関し、公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行っ
ております。

（注）上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および定款に基づき、取締役会決議があったものとみ
なす書面決議が３回ありました。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

　有限責任監査法人トーマツ

⑵　会計監査人の報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28,500千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査
人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬の算定根拠及び決定のプ
ロセス等の客観性・合理性について必要な検証を行いました。さらに過去の報酬実績等と比較し、会計
監査人の報酬等の額について妥当と認め、同意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
　　当社は会計監査人に対し、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である新収益認識基準
　導入にかかる助言業務を委託しております。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合
は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案
を株主総会の会議の目的とすることといたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と
解任理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
　当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について、「内部統制システムに関する基本方
針」を取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

１．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴　当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という）の取締役及び使用人は、法令及び定

款、当社グループが定める「経営理念」「企業倫理」を遵守し、高い倫理観をもって行動す
る。

⑵　内部通報制度の利用を促進し、当社グループにおける定款及び社内規程違反、法令違反、
会社の行動違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努める。通報者が通報等をしたこと
を理由として、通報者に対して解雇、その他いかなる不利益な取扱いも行わない。

⑶　内部監査部署は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、当
社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、
効率的に行われていることを確認する。

⑷　反社会的勢力の排除については、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢
力に対しては、当社グループを挙げて毅然とした態度で対応し、これと一切の関係を遮断す
る。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
⑴　当社グループの取締役は、その職務の執行にかかる文書その他の情報については、法令の

定めによるほか、社内規程に基づき文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理をする
とともに、監査役等の閲覧要請に備える。

⑵　情報セキュリティ管理についての規程を策定し、適切な情報セキュリティレベルを確立・
維持する。

⑶　情報システム管理についての規程を策定し、情報システムを安全に管理・維持する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴　リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループとして一貫した方針の下に、

効果的かつ総合的に実施する。
⑵　経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、

統制委員会にて十分な審議を行い、特に重要なものについては取締役会にて報告する。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴　取締役会は、毎月１回の定時取締役会を開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必

要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
⑵　各部門においては、「職務分掌規程」及び「職務権限基準表」等の社内規程に基づき、権

限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
⑴　当社子会社を当社の一部署と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限

並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。
⑵　監査役及び内部監査責任者は、当社グループの取締役及び使用人の職務執行状況の監査、

指導を行う。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
　　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要

に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。また、当該使用人が、監査役の職務を
補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けな
いものとし、人事考課、異動、懲戒等については、監査役の承認を要する。

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
⑴　当社グループの取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて、当社グループの事業及び内

部統制、業務の執行状況等の報告を行い、内部監査部署は内部監査の結果等を報告する。
⑵　当社グループの取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は当

社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に
報告する。

⑶　監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けない
ことを確保する体制とする。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　　監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、

当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務
を処理する。
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９．その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
⑴　監査役は、取締役会に出席するほか、当社グループの重要な会議に出席し、意見を述べる

ことができる。
⑵　監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、他の取締役及び内部監査責任者と

も適宜に意見交換を行う。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制
　　当社グループの財務報告の信頼性を確保するため「財務報告の基本方針」を定め、財務報

告にかかる内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、適正に機能することを継続的
に評価し、必要な是正措置を講じることとする。

上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりです。

１．内部統制システム全般について
　　当社グループの内部統制システム全般を当社のリスク・コンプライアンス担当部門が整備

し、それをもとに内部監査担当部門が運用状況をモニタリングし課題の洗出しと改善を進め
ました。また、内部監査担当部門にて金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の
有効性の評価」も実施しております。

２．リスク管理・コンプライアンス体制について
⑴　リスク管理について
　　リスク・コンプライアンス委員会は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリス

クの抽出・評価を行い、経営上のリスクの存在の早期発見及び対応方針の検討につとめまし
た。

⑵　コンプライアンス体制について
　　リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループにおけるコンプライアンスの重要性を

役職員に発信し、当社グループのコンプライアンスに関する課題の把握及びその対応策の立
案につとめました。また、当社グループの役職員に対する入社時のコンプライアンス研修に
加え、管理職向けの研修を適宜開催いたしました。
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⑶　統制委員会による報告について
　　統制委員会は、リスク・コンプライアンス委員会及びＪ－ＳＯＸ委員会が、適正に運用さ

れていることを管理監督し、その結果を取締役会へ報告いたしました。

３．反社会的勢力排除について
　　全ての新規取引先との取引開始時に反社会的勢力との取引を排除するための調査を実施し、

契約書等に反社会的勢力排除に関する規定を盛り込む等の運用を継続して行いました。

４．子会社経営管理について
　　当社の経営企画担当部門が毎月開催される子会社の取締役会に全回出席し、子会社取締役

の職務執行の監督を実施いたしました。また管理担当部門は、月次で数値目標の管理を実施
するとともに、毎月開催している取締役会において、事業戦略の進捗及び予算の進捗の把握
につとめました。

５．取締役の職務執行について
　　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定時取締役会

を月１回開催し、さらに適宜臨時取締役会を開催いたしました。
　　定時取締役会では、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を行うと

ともに、重要な業務執行についての意思決定を行いました。

６．監査役について
　　監査役は、監査役会において策定した監査計画に基づいて、当社グループの業務全般につ

いて、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施いたしました。また、取締役
会、その他重要な会議に出席し意見を述べたほか、取締役及び執行役員からの聴取、重要な
決裁書類等の閲覧を通じて監査を行いました。監査役は監査役会及び会計監査人との打合せ
並びに内部監査担当部門との打合せを適宜実施いたしました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
原 材 料
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備
工 具 、 器 具 及 び 備 品
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

4,319,174
3,194,305

867,779
34,167

224,611
△1,688

1,002,604
177,630

81,776
93,570
2,283

303,362
8,528

294,640
192

521,611
34,896

231,765
281,715

△26,766

（ 負  債  の  部 ）

流 動 負 債 1,099,987

買 掛 金 76,014

未 払 法 人 税 等 298,866

前 受 収 益 323,799

賞 与 引 当 金 78,993

そ の 他 322,314

固 定 負 債 84,962

資 産 除 去 債 務 72,218

そ の 他 12,744

負 債 合 計 1,184,949

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,100,247

資 本 金 992,661

資 本 剰 余 金 1,763,567

利 益 剰 余 金 1,934,389

自 己 株 式 △590,371

非 支 配 株 主 持 分 36,581

純 資 産 合 計 4,136,828

資 産 合 計 5,321,778 負 債 純 資 産 合 計 5,321,778

－ 26 －



連 結 損 益 計 算 書

(自 2020年 1 月 1 日
至 2020年12月31日)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 4,579,731
売 上 原 価 697,298
売 上 総 利 益 3,882,433
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,736,037
営 業 利 益 1,146,395
営 業 外 収 益

受 取 利 息 22
補 助 金 収 入 2,200
そ の 他 212 2,435

営 業 外 費 用
支 払 手 数 料 651
そ の 他 76 728

経 常 利 益 1,148,103
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,089
減 損 損 失 70,418 71,508

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,076,595
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 388,854
法 人 税 等 調 整 額 △14,772 374,082
当 期 純 利 益 702,512
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,292
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 700,220
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連結株主資本等変動計算書

(自 2020年 1 月 1 日
至 2020年12月31日)

（単位：千円）
株 主 資 本 非 支 配

株 主
持 分

純 資 産
合 計資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
当 期 首 残 高 992,661 1,756,245 1,241,490 △726 3,989,671 34,289 4,023,960

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 700,220 700,220 700,220

利益剰余金から資本剰
余 金 へ の 振 替 7,321 △7,321 － －

自 己 株 式 の 取 得 △589,644 △589,644 △589,644

株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額（純額） 2,292 2,292

当 期 変 動 額 合 計 － 7,321 692,898 △589,644 110,576 2,292 112,868

当 期 末 残 高 992,661 1,763,567 1,934,389 △590,371 4,100,247 36,581 4,136,828
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貸　借　対　照　表
（2020年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原 材 料

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,624,643

2,684,510

763,227

11,682

152,181

13,041

1,552,614

167,945

81,513

86,432

4,025

4,025

1,380,643

34,896

890,847

15,000

48,084

192,474

220,940

△21,600

 （ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 860,294

買 掛 金 35,125
未 払 金 137,005
未 払 費 用 32,353
未 払 法 人 税 等 279,136
未 払 消 費 税 等 43,801
預 り 金 15,702
前 受 収 益 239,904
賞 与 引 当 金 72,450
そ の 他 4,816

固 定 負 債 70,239
資 産 除 去 債 務 70,239

負 債 合 計 930,534
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,246,722
資 本 金 992,661
資 本 剰 余 金 1,577,381

資 本 準 備 金 250,000
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,327,381

利 益 剰 余 金 2,267,050
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,267,050

繰 越 利 益 剰 余 金 2,267,050
自 己 株 式 △590,371

純 資 産 合 計 4,246,722
資 産 合 計 5,177,257 負 債 純 資 産 合 計 5,177,257
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損　益　計　算　書

(自 2020年 1 月 1 日
至 2020年12月31日)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 4,047,447
売 上 原 価 639,688
売 上 総 利 益 3,407,758
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,294,410
営 業 利 益 1,113,348
営 業 外 収 益

受 取 利 息 828
業 務 受 託 料 609
補 助 金 収 入 181
そ の 他 50 1,669

営 業 外 費 用
支 払 手 数 料 651
そ の 他 49 700

経 常 利 益 1,114,316
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,089
関 係 会 社 株 式 評 価 損 88,490 89,579

税 引 前 当 期 純 利 益 1,024,737
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 368,266
法 人 税 等 調 整 額 △10,630 357,636
当 期 純 利 益 667,100
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株主資本等変動計算書

(自 2020年 1 月 1 日
至 2020年12月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

純 資 産
合　　計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金 その他資本

剰　余　金
資本剰余金
合　　　計

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 992,661 1,577,381 － 1,577,381 1,599,949 1,599,949 △726 4,169,266 4,169,266

当 期 変 動 額
資本準備金
からその他
資本剰余金
へ の 振 替

△1,327,381 1,327,381 － － －

当期純利益 667,100 667,100 667,100 667,100

自己株式の
取 得 △589,644 △589,644 △589,644

当 期 変 動 額
合 計 － △1,327,381 1,327,381 － 667,100 667,100 △589,644 77,456 77,456

当 期 末 残 高 992,661 250,000 1,327,381 1,577,381 2,267,050 2,267,050 △590,371 4,246,722 4,246,722
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年２月８日
メディカル・データ・ビジョン株式会社

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ
　　東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 基 之 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 竹 田 　 裕 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444 条第4 項の規定に基づき、メディカル・データ・ビジョン株式会社の
2020 年1 月1 日から2020 年12 月31 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、メディカル・データ・ビジョン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書
類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

　・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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　・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年２月８日
メディカル・データ・ビジョン株式会社

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ
　　 東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 基 之 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 竹 田 　 裕 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436 条第2 項第1 号の規定に基づき、メディカル・データ・ビジョン株式会
社の2020 年1 月1 日から2020 年12 月31 日までの第18 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

　・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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　・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、2020年１月１日から2020年12月31日までの第18期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、執行役員及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　　① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

　　② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役、執行役員及び内部監査部門等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　　③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年２月８日

メディカル・データ・ビジョン株式会社　　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 五十嵐　　敦 ㊞
監査役　　（社外監査役） 松本　　保範 ㊞
監査役 中川　　　治 ㊞
監査役　　（社外監査役） 濱田　　清仁 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要政策に位置付けるとともに、株主の皆様への利益還
元を経営上の重要課題のひとつと考えております。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のと
おりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
　金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金3.6円　　総額は141,933,590円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年３月24日
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第２号議案　定款一部変更の件
　１．提案の理由

　機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配
当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第42条（剰余金の配当
等の決定機関）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び第44条（中
間配当）を削除するものであります。
　また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

　２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

（自己の株式の取得）
第７条　当会社は、会社法第165条第２項の規定

により、取締役会の決議によって自己の株
式を取得することができる。

第８条～第42条 （条文省略）
（新　　設）

（削　　除）

第７条～第41条 （現行どおり）
（剰余金の配当等の決定機関）

（剰余金の配当の基準日）
第43条　当会社の期末配当の基準日は、毎年12

月31日とする。
（新　　設）

２．　前項のほか、基準日を定めて剰余金の
配当をすることができる。

第42条　当会社は、剰余金の配当等会社法第459
条第１項各号に定める事項については、法
令に別段の定めがある場合を除き、取締役
会の決議によって定めることができる。

（剰余金の配当の基準日）
第43条　当会社の期末配当の基準日は、毎年12

月31日とする。
２．　当会社の中間配当の基準日は、毎年６

月30日とする。
３．　前２項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。
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現 行 定 款 変 更 案
（中間配当）
第44条　当会社は、取締役会の決議によって、毎

年６月30日を基準日として中間配当をする
ことができる。

（配当の除斥期間）
第45条 （条文省略）

（削　　除）

（配当の除斥期間）
第44条 （現行どおり）
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第３号議案　取締役６名選任の件
　取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選
任をお願いするものであります。
　下記の取締役候補者は、指名・報酬・評価委員会の答申に基づき、取締役会において決定したもの
です。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名 当社における地位・担当
取締役会への

出席状況

１ 岩崎 博之 代表取締役社長 再任
92％

（12回/13回）

２ 浅見 修二
専務取締役
ユーザサポート本部長

再任
100％

（13回/13回）

３ 柳澤 卓二
取締役
事業企画本部長

再任
100％

（13回/13回）

４ 中村 正樹 取締役
営業本部長

再任
100％

（13回/13回）

５ 香月 壯一 社外取締役 再任 社外 独立
100％

（13回/13回）

６ 中村 隆夫 社外取締役 再任 社外 独立
92％

（12回/13回）
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

１

い わ さ き 　 ひ ろ ゆ き
岩 崎 博 之
(1960年６月14日)

再任

【取締役会出席状況】
12回/13回（92％）

1988
1994

年
年

６
６

月
月

株式会社アレック代表取締役
株式会社アイズ常務取締役

800,600株

1997年 ６月 株式会社クーコム常務取締役
2002年 ２月 株式会社日本医療データセンター（現株式会社

JMDC）入社
2003
2014
2017
2017

2018
2020
2020
2020

年
年
年
年

年
年
年
年

８
９
１
６

３
２
３
10

月
月
月
月

月
月
月
月

当社設立　代表取締役
当社代表取締役社長（現任）
株式会社Doctorbook取締役（現任）
株式会社コスメックス（現MDVトライアル株式
会社）取締役（現任）
CADA株式会社取締役
メディカルドメイン株式会社取締役（現任）
MDVニューコネクト株式会社取締役（現任）
株式会社システム ビィー・アルファ取締役（現
任）

（重要な兼職の状況）
株式会社Doctorbook取締役
MDVトライアル株式会社取締役
MDVニューコネクト株式会社取締役
メディカルドメイン株式会社取締役
株式会社システム ビィー・アルファ取締役

【取締役候補者とした理由】
2003年８月に当社を設立して以来、常に先を見据えた経営戦略と強力なリーダーシップにより、医
療データ利活用のパイオニアである当社を牽引しており、「医療の質の向上・生活者メリットの創出」
の実現に向け、当社を日本最大級である診療データベースを保有する会社に成長させるまでに至りま
した。今後も引き続き、岩崎博之氏の経営全般に関する卓越した見識と豊富な経験を活かし、「カル
テコ」を中心としたPHR関連サービスの開発・展開を始めとした当社事業の積極的推進並びに当社グ
ループの企業価値向上に必要不可欠であると判断したため、引き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

２

あ さ み 　 し ゅ う じ
浅 見 修 二
(1956年９月24日)

再任

【取締役会出席状況】
13回/13回（100％）

1979年 ４月 日本NCR株式会社入社

89,312株

2000年10月 トリップワイヤ・ジャパン株式会社
代表取締役社長

2001
2002

2003

年
年

年

12
12

８

月
月

月

株式会社LTC代表取締役社長
株式会社日本医療データセンター（現株式会社
JMDC）入社
当社取締役

2004
2015
2017
2018
2021

年
年
年
年
年

10
４
３
３
２

月
月
月
月
月

当社専務取締役
CADA株式会社代表取締役
CADA株式会社取締役
CADA株式会社代表取締役
当社専務取締役ユーザサポート本部長（現任）

【取締役候補者とした理由】
金融及びシステム会社での代表取締役社長の経験を有し、これらによって培った専門知識と豊富な経
験をもとに、2003年８月に岩崎博之氏とともに当社を設立して以来、当社事業の拡大を牽引してま
いりました。今後も、その高い見識と豊富な経験を活かし、当社グループの企業価値向上に貢献する
ことができると判断したため、引き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

３

や な ぎ さ わ 　 た く じ
柳 澤 卓 二
(1972年５月17日)

再任

【取締役会出席状況】
13回/13回（100％）

1995年 ４月 東京リコー株式会社（現リコージャパン株式会
社）入社

82,188株

2002年10月 エム・ユー・ハンズオンキャピタル株式会社（後
に吸収合併され、現三菱UFJ証券ホールディン
グス株式会社）入社

2006年10月 当社入社
2008
2014
2015
2017
2017
2019
2020
2021

年
年
年
年
年
年
年
年

７
２
４
１
４
２
３
２

月
月
月
月
月
月
月
月

当社取締役
当社取締役管理部門長
CADA株式会社取締役（現任）
株式会社Doctorbook取締役（現任）
当社取締役
当社取締役グループ管理本部長
MDVトライアル株式会社取締役（現任）
当社取締役事業企画本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
CADA株式会社取締役
株式会社Doctorbook取締役
MDVトライアル株式会社取締役

【取締役候補者とした理由】
管理部、営業部等を経て、当社における豊富な業務経験及び当社の事業経営・管理業務に関する高い
知見を有しており、当社グループの成長に貢献してまいりました。今後も当社グループの事業成長の
加速化を目指すにあたり、柳澤卓二氏の豊富な業務経験と知見の活用が必要であると判断したため、
引き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

４

な か む ら 　 ま さ き
中 村 正 樹
(1981年５月18日)

再任

【取締役会出席状況】
13回/13回（100％）

2004年 ４月 株式会社ヒューマンテクノシステム入社

1,312株

2007年10月 当社入社
2014年 ２月 当社EBM事業部門長
2017

2018

2018
2020
2020
2021

2021

年

年

年
年
年
年

年

６

３

３
２
８
１

２

月

月

月
月
月
月

月

株式会社コスメックス（現MDVトライアル株式
会社）取締役
株式会社コスメックス（現MDVトライアル株式
会社）代表取締役社長
当社取締役
メディカルドメイン株式会社取締役
MDVトライアル株式会社取締役（現任）
メディカルドメイン株式会社代表取締役社長
（現任）
当社取締役営業本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
MDVトライアル株式会社取締役
メディカルドメイン株式会社代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】
入社以来、EBM事業に携わり、データ利活用サービスの拡大・推進に貢献し、その後、MDVトライ
アル株式会社において、当社データを活用した新サービスの拡大に大きく貢献してまいりました。今
後は、データ利活用サービスのみならず、当社グループのさらなる営業力強化及び事業拡大に不可欠
と判断したため、引き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

５

か つ き 　 そ う い ち
香 月 壯 一
(1951年５月11日)

再任 社外
独立

【取締役会出席状況】
13回/13回（100％）

1976
1998
2001

年
年
年

４
７
２

月
月
月

株式会社東急百貨店入社
同社営業政策部長
同社グループ事業統括室長

16,000株

2005年 ６月 東急カード株式会社取締役営業開発部長
2005
2006
2009
2011
2013
2014
2016

年
年
年
年
年
年
年

10
６
６
６
５
１
３

月
月
月
月
月
月
月

株式会社ぐるなび常務執行役員管理部門長
同社常務取締役管理本部長
同社常務取締役営業本部長
同社取締役専務執行役員管理本部長
同社取締役副社長執行役員
東京急行電鉄株式会社顧問
当社社外取締役（現任）

【社外取締役候補者とした理由】
長年にわたるサービス業界での企業経営を通じて培った高い見識をもとに、実践的・多角的な視点か
ら、当社グループの経営への助言や業務執行に対する監督を行っていただいております。今後も、当
社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役としての職務を適切に遂行いた
だけるものと判断したため、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
【社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割】
香月壯一氏が社外取締役に選任された場合には、企業経営の観点から、経営の方針・経営戦略につい
て、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るための助言等
を行うこと、また、指名・報酬の決定を通じた業務執行の適切な評価と監督及び会社と経営陣・支配
株主等との間の利益相反の監督を果たしていただくことを期待しております。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

６

な か む ら 　 た か お
中 村 隆 夫
(1965年８月25日)

再任 社外
独立

【取締役会出席状況】
12回/13回（92％）

1989年 ４月 日本銀行入行

－

1996年 ２月 株式会社デジタルガレージ取締役
1997
1999

2009
2009
2016
2016

2017
2018

2019

年
年

年
年
年
年

年
年

年

５
６

１
３
１
３

１
３

３

月
月

月
月
月
月

月
月

月

株式会社デジタルガレージ代表取締役副社長
株式会社インフォシーク（後に吸収合併され、
現楽天株式会社）代表取締役社長
鳥飼総合法律事務所入所
株式会社ピーエイ社外取締役（現任）
和田倉門法律事務所パートナー弁護士（現任）
バリューコマース株式会社社外取締役（監査等委
員）（現任）
アジア・大洋州三井物産株式会社上席法務顧問
株式会社カヤック社外取締役（監査等委員）
（現任）
当社社外取締役（現任）

2019年 ５月 株式会社松屋社外監査役（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社ピーエイ社外取締役
和田倉門法律事務所パートナー弁護士
バリューコマース株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社カヤック社外取締役（監査等委員）
株式会社松屋社外監査役

【社外取締役候補者とした理由】
代表取締役としての企業経営を通じて培った豊富な経験と、弁護士としての高い見識をもとに、実践
的・多角的な視点から、当社グループの経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただ
いております。今後も、当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役とし
ての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
【社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割】
中村隆夫氏が社外取締役に選任された場合には、経営の方針・経営戦略について、弁護士としての高
い見識と専門知識に基づき指摘・助言等を行うこと、また、指名・報酬の決定を通じた業務執行の適
切な評価と監督及び会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の監督を果たしていただくことを期
待しております。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．香月壯一氏及び中村隆夫氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、香月壯一氏及び中村隆夫氏の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。各氏の再任が承認可決された
場合には、当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、会社法430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被
保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及
び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保
険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担
しております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

５．香月壯一氏の社外取締役就任期間は５年であります。
６．中村隆夫氏の社外取締役就任期間は２年であります。
７．香月壯一氏及び中村隆夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、各氏の

再任が承認可決された場合には、当社は各氏を引き続き独立役員とする予定であります。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都千代田区神田美土代町７番地
住友不動産神田ビル　ベルサール神田 ２階ホール
※前年と階数が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
TEL 03-5281-3053

靖国通り

神田
警察
通り

ベルサール神田
（住友不動産神田ビル）

小川町駅 淡路町駅

神田駅

新御茶ノ水駅
（千代田線）

（都営新宿線）

（丸ノ内線）

（銀座線）

北口

A6出口
みずほ
銀行

B6出口

武蔵野銀行

郵便局

デニーズ

ミニストップ

北日本
銀行

美土代町

淡路町

司町

司町二丁目

神田駅北口

小川町

Ｎ

西口商店街

ＪＲ神田駅

富士そば

４出口

外
堀
通
り

本
郷
通
り

中
央
通
り

　　　交通　都営地下鉄新宿線　小川町駅　Ｂ６出口より　徒歩約２分
　　　　　　東京メトロ千代田線　新御茶ノ水駅　Ｂ６出口より　徒歩約２分
　　　　　　東京メトロ丸ノ内線　淡路町駅　Ａ６出口より　徒歩約３分
　　　　　　ＪＲ線　神田駅　北口より　徒歩約７分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


